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規　　　　　則

　福岡市火災予防規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。

　　令和 6年12月26日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市規則第138号

　　　福岡市火災予防規則の一部を改正する規則

　福岡市火災予防規則（昭和50年福岡市規則第43号）の一部を次のように改正する。

　第 2条第 1項中「、立入検査証」を「、福岡市消防職員証」に改め、同条第 2項を次の

ように改める。

2  　福岡市消防職員証の有効期間は、発行の日から10年以内で消防局長が定める期間とす

る。

　第 2条に次の 1項を加える。

3  　消防団員立入検査証の有効期間は、発行の日から 5年以内で消防局長が定める期間と

する。

　別記様式第 1号を次のように改める。
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　　　附　則

　この規則は、令和 7年 1月 1日から施行する。

消　　防　　局

福岡市消防局訓令甲第 9号

　福岡市消防職員証規程（昭和40年福岡市消防局訓令甲第 9号）の一部を次のように改正

し、令和 7年 1月 1日から施行する。

　　令和 6年12月26日

福岡市消防局長　　髙　　田　　浩　　輝　　　　

　第 3条を次のように改める。

第 3 条　職員の身分を明らかにするため発行する職員証の様式は、 福岡市火災予防規則

（昭和50年福岡市規則第43号。以下「規則」という。）別記様式第 1号によるものとす

る。

　第 7条ただし書を次のように改める。

　　ただし、職員が、消防局に再任用されたときは、この限りでない。

　第 8条中「発行の日から 7年以内で消防局長が定める期間」を「規則第 2条第 2項の規

定によるもの」に改める。

　別記様式を削る。

福岡市消防局告示第 1号

　福岡市消防局公印規程第 7条第 1項の規定に基づき、公印の印影を印刷した文書（以下
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「印影印刷物」という。）を使用するので、同条第 2項の規定により告示する。

　　令和 6年12月26日

福岡市消防局長　　髙　　田　　浩　　輝　　　　

　令和 7年 1月 1日以降次のとおり印影印刷物を使用する。

印影印刷物の名称
規程別表第 1に

規定するひな形

大きさ

（ミリメートル）
用　途

福岡市消防職員証 1 10 福岡市消防職員証用
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印刷所 松影堂印刷株式会社

この印刷物は再生紙を
使用しています


